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【 事 務 局 】 １ 開 会 

【 事 務 局 】 ２ あいさつ 

【 事 務 局 】 ３ 委員紹介 

【 事 務 局 】 ４ 議 事 

議 題（１）「平成 24 年度シカ保護管理対策の実施状況について」 

事務局より説明 

【 堀 野 委 員 長 】 どうもありがとうございました。ただいま説明いただいたことに関してご質

問、ご意見などありましたらどうぞ。 

【千葉(丈)委員】 ７ページの林業被害のシイタケ被害額の推移をみると、平成 24 年度の被害額

はゼロとなっておりますが、これはシカの被害がなかったというよりは、シイタ

ケの栽培そのものが減ったということだと思いますので、皆さんは誤解をしない

ように。 

【 事 務 局 】 はい。 

【 堀 野 委 員 長 】 ですから、岩手のシイタケ産業を復興させるためにもシカ対策が必要だという

ことですよね。 

【 菅 野 委 員 】 １ページの捕獲頭数を見ると、平成 24 年度は昨年度の倍のシカが捕獲された

ということになっていますが、これは、我々狩猟者の自戒を含めての話になりま

すが、平成 23 年度までの捕獲頭数の数値が正しかったのかということがありま

す。といいますは、シカを捕獲した際、11 月分、12 月分、１月分、２月分とそ

れぞれの月ごとに捕獲報告を出すこととなっており、これが狩猟者にとってはか

なり面倒と思われ、実は平成 23 年度まで捕獲しても報告をしない頭数がかなり

の数があるのではないかと思われます。平成 24 年度は比較的正確な数値だと思

っているのですが、正確な統計をとっていくためには、もっと報告しやすい状況

をつくってもらえばと思います。例えば猟期終了後の狩猟者登録票の返納の際に

まとめて今猟期に何頭とったかを報告する方法にすれば、ある程度実情に近い数

字が出てくるのではないのかなと思います。これはそういう報告をしなさいと言

われている我々狩猟者の自戒を含めての意見です。平成 23 年度に比べて倍以上

とれた、よかった、よかったで終わらさないためにあえて一言申し上げました。

【 事 務 局 】 報告されていない方が、ちょっとした工夫で報告してもらえるようになるので

あれば、猟友会さんのお話を聞きながら検討してまいりたいと思います。 

【 堀 野 委 員 長 】 ほかに何かありますか。 

【 青 井 委 員 】 １点質問ですけれども、４ページの③の里ジカ対策でシカパトロールを実施し

たとありますが、このパトロールの具体的な中身はどういうことをされているの

でしょうか。 

【 事 務 局 】 シカパトロールは通常２名１班で、一定のルートを、特に農地に近い里山など

を巡回して歩きまして、捕獲できるような状態であれば捕獲しております。巡回

しながら捕獲、追払いをするということで実施しています。 

【 青 井 委 員 】 そうすると捕獲できなくても、その都度、例えばロケット弾で追い払うとか、

そういう具体的な嫌がらせといいますか、シカを怖がらせるような行動も常にさ
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れているということでしょうか。 

【 事 務 局 】 植生の状況などにより様々ですが、植生が少ないなど見通しのよいところであ

れば追い払うというより捕獲することとなりますので、そこでロケット弾とかと

いう形ではなく、どちらかというと捕獲するという意識でパトロールはされてお

ります。 

【 堀 野 委 員 長 】 ４ページの②有害捕獲関連事業で、わな購入とありますけれども、これはくく

りわなと思っていいですね。 

【 事 務 局 】 くくりわなが多いです。 

【 堀 野 委 員 長 】 それから、そのページの一番下のモデル事例というところですけれども、これ

今後の進め方というのはどうなりますか。 

【 事 務 局 】 これ環境省の施行委任事業で実施しておりますが、予算自体は単年度ごとに措

置されており先の約束はできないとのことですが、３年間の事業として国のほう

は考えていらっしゃるようです。今年は２年目で、最終的なゴールとすれば、地

域の方も猟友会さんなどと協力しながら一緒に捕獲活動に取組むようになるこ

とで、昨年度は機運醸成や実施隊の技術向上を実施し、今年度は実際に地域住民

の方が捕獲に参加できるように技術講習などに力を入れていくという形になっ

てございます。 

【 堀 野 委 員 長 】 被害対策はほかの場面でも必要かと思うのですが、特にこれはモデル事業とい

うことですので、効果測定のようなものがあったほうがいいのではと思うのです

が。 

【 事 務 局 】 この事業は全国十数カ所で実施されているのですけれども、年に数回東京に関

係者が集まりまして、そこで専門家から実施状況を踏まえた意見いただいており

ます。その際、こういう取り組みをして、何頭捕獲できるようになったとか、捕

獲効率がどうなったのかなどデータをとりながら、効果検証するようにしてくだ

さいという指導を受けております。 

【 堀 野 委 員 長 】 ここでこういうふうにモデル的にやったらうまくいった。だから、他に持って

いけるというのがモデル事業の趣旨ですよね。 

【 事 務 局 】 はい。 

【 堀 野 委 員 長 】 そういうことで期待しますので、よろしくお願いします。 

【 藤 澤 委 員 】 モデル事業ということで関連するかもしれませんけれども、わなの狩猟免許を

農家の方々にも取らせるということを県のほうでは推奨しておるようで、わなの

免許を取る方が非常に増えてまいりました。それはよいことかもしれませんが、

農家の方々がわなでとっても、わなでとった大きなシカをどう始末するかという

ことが大きな問題だと思います。わなでとっても、それを最後に止めさしするの

は銃が一番安全で早いと思います。シカは大型ですし、最後は向かってきますの

で。モデル事業ということで発言していましたが、わなでシカを捕獲し、その始

末をどうするかというところまでいってないような感じがします。私も狩猟免許

試験の試験員をしており、合格者の方々には、とった後どうするかをまず考えて

わなをかけなさいよということをいつも発言しております。第１種銃猟免許を取
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得した者でないと銃は持てませんので、シカをとった後どうするかということ

は、猟友会との連携をうまくやっていただければいいのかなと思います。 

【 堀 野 委 員 長 】 それについて菅野委員は何かありますか。止めさしの問題に関して、今までも

出てきた問題ですが、まだ解決していない話なのですけれども。 

【 菅 野 委 員 】 全く同感です、藤澤委員おっしゃるとおりなのですが、おそらくわなの有害捕

獲となってしまうと、止めさしをどうやるかということになるわけです。第１種

銃猟免許を持った人セットで、有害捕獲の許可をしてもらうような仕組みにして

もらえばいいかなと思います。 

【 藤 沢 委 員 】 法律面での不備があるような感じがするのです。自分の屋敷内では農家の方々

がとってもいいよと。では、それはいつとってもよいということになっているか

もしれませんけれども、ではそこで第１種狩猟免許を持っている人が果たしてそ

こで銃を使っていいのかどうかというと、それもちょっと微妙なところがあるよ

うに思います。 

【 堀 野 委 員 長 】 よその県の話で申しわけないのですが、長野県は昨年度４万頭を超える捕獲を

したのです。それで、そのうちのかなりの部分をくくりわなでとっています。長

野県ではどういうふうにしているのか、問い合わせようと思ってまだ問い合わせ

ていませんが、いずれにしてもせっかくわなでこうしてとろうという機運が生ま

れているときにブレーキがかかるようなことになったら残念だなと私も思いま

す。ちょっとここでは最終的な答えにはなりませんが、大きな問題だと思います。

【 事 務 局 】 わなの捕獲に伴う止めさしの話なのですけれども、銃がないとうまく回らない

というのはそのとおりです。農家の方にいきなり銃といってもハードルが高い部

分もありますので、まず第一歩としてわなを推奨しております。行く行くはわな

免許だけだった方が捕獲ということになれて、次に銃のステップにあがっていた

だければと考えております。当面、地域ぐるみの捕獲といった中で農家さん、ハ

ンターさんがうまく回るような体制整備を進めていき、それと同時に銃の免許所

持者を増加できるような形に進めていけたらなと考えておりました。 

【 事 務 局 】 モデル事業については、遠野市さんでやっていらっしゃいますので、もしよろ

しければ課長さんのほうから何か。 

【 多 田 委 員 】 ハンターさんだけではどうしても時間的に問題があるということから、その地

域ぐるみで、例えば農家の人たちに協力いただいて、見回りをお願いするという

ような体制を整備していきたいと思って進めているところでございます。 

【千葉(和)委員】 10 ページの生息数調査についてですが、これまで４回、そして今回平成 25 年

３月ということで、この数字を見ますと、精度といいますか、幅が非常に広くて、

従来ですとまだ幅は少なかったのですが、今回 3,700 という幅がありますけれど

も、従来の捕獲頭数以上の幅で、この精度というのはやはり仕方ないものなので

しょうか。今後の捕獲計画に大分影響し、検討の方向性が違ってくるのだと思う

のですけれども、この辺はどうなのでしょうか。 

【 事 務 局 】 野生鳥獣の生息数推定は、野生鳥獣は基本的に動き回るものですし、隠れるも

のですし、直接１頭１頭数えているわけではなくて、どうしても推定する部分が
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ございます。その中で、どうしてもこの幅は出るものであるということです。幅

があると認識し、この数をどう取り扱っていくかということがポイントと考えて

おります。堀野委員長、推定の幅についてお話をいただければと思うのですが。

【 堀 野 委 員 長 】 そのとおりです。そのとおりというのは、これは逃れられないのです。それで、

生息数の推定値も誤差を生みますし、今これだけいるから、来年、再来年にはど

れくらいの数になるだろうという予測をするのですけれども、その予測する間に

も誤差が入ってくる。これはもう逃れられなくて、それでこういう野生動物管理、

特に個体群管理をするときにはそのことを大前提にして、そういう誤差があって

も管理が進められるようにということでフィードバック管理というものが考え

られているわけです。 

【千葉(和)委員】 これは従来の考え方と異なっているのですか。 

【 堀 野 委 員 長 】 同じやり方でやっているのですが、幅が違いますね。特に平成９年の部分は非

常に狭いのですが、こんなに狭いわけはないです。今回だけが特に広いのではな

くて、これまでの分も広かったはずです。 

【 宇 野 委 員 】 ３ページの狩猟による捕獲において捕獲数制限の緩和がありますが、現在、個

体数調整地区は３頭で、侵出抑制地区は５頭とあるのですが、これは、今後、ど

んどん上限を拡大していくのかということと、あと実際に１人当たり３頭とか、

もしくは５頭とったという例が結構あるのかということをお聞きしたいのです

が。 

【 事 務 局 】 上限をどんどん拡大していくかということですが、こちらについては、現在の

状況において、捕獲制限を設けているのはどうかと考えております。次の議題の

中でもご説明しますが、第４次計画では、捕獲制限の撤廃を考えております。 

次に、３頭とれるか、５頭とれるかというところまで把握していないのですが、

平成 21 年度に上限を拡大しており、その際出された意見では、１日１人で５頭

とったとしても処理が大変であるということやそうそう５頭なんかとれるもの

ではないという話が出されております。上限の拡大は、捕獲を進めましょうとい

うことを示すことや、捕獲を推進しようとしている際に何で制限かけているのか

というところに対する答えでもありますので、実際に５頭にしたから５頭しっか

りとれているかということとはまた別なところです。 

【 宇 野 委 員 】 わかりました。これまでだと３頭や５頭しかとれないけれども、本当はもっと

とるチャンスがあって、猟友会の方が撃たないことがあるのかないのかなという

ことを聞きたかったのです。 

【 事 務 局 】 これからわな捕獲がふえてくると、わなは多く設置すると多くかかることがあ

るという話を聞きますので、わな捕獲が進んでくるとそういう可能性はあると思

います。 

【 堀 野 委 員 長 】 ちょっと補足させてもらいますと、この捕獲制限に関してはいろんな立場でい

ろんな意見がありまして、ただ１つだけ何となくみんな共通に心の中に思ってい

るのは、これは県民へのメッセージだと。今までは、特にオスよりもメスをとっ

てほしいということをとにかく伝えようということを我々強く思ったものです
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から、メスはかなり緩くして、ただしオスは１頭以内というのをずっと堅持して

いたのです。ただ、ここへ来て、それも外したほうがいいのではないかと。特に

わなですとオス、メス区別した捕獲できません。そういうこともありますので、

ちょっとそこでニュアンスが変わりまして、メッセージはメッセージなのだけれ

ども、とにかくとれるだけとってくれと、そういうメッセージに変わりつつある

と思います。 

【 藤 澤 委 員 】 私も、全く同じような意見です。これは奨励をしているのだよということのア

ピールかなと思って、そういうふうに捉えておりました。 

【 堀 野 委 員 長 】 他になければ、次へいきたいなと思っているところなのですが、よろしいでし

ょうか。 

 「なし」の声 

【 事 務 局 】 議 題（２）「第４次シカ保護管理計画素案」事務局より説明 

【 堀 野 委 員 長 】 ありがとうございました。今説明いただいたことについてご意見、ご質問あり

ましたらどうぞ。 

特に今回の改定では、ゾーニングの変更というようなところに大きな変化が出

てきたと思うのですが。 

【 菅 野 委 員 】 農林業被害と並んで自然植生被害対策、早池峰山の高山植物の被害対策につい

て、今回初めて保護管理計画にのってきたと思うのですが、早池峰山の場合は遠

野市、それから宮古市、花巻市、盛岡市という広域的な、いわゆるほかの市町村

と交わるところの有害捕獲などについて市町村単位の考え方だとなかなかうま

くいかないという考えがありますが、広域的な侵入、捕獲対策というのは何かお

考えでしょうか。 

【 事 務 局 】 関係する皆さんに集まっていただき、意思疎通や合意形成を図りながら、捕獲

方法など打ち合わせをし、捕獲を実施する猟友会さんは土地勘を持っている得意

とする地域がありますので、それぞれの地域で捕獲するなど、連携して進めてい

けたらと考えております。 

【 菅 野 委 員 】 それぞれ単独の猟友会あるいは単独の市町村だけでは、こういう場合、なかな

か効果が出てこないので、振興局が口出しをすればいいのか、県が口出しをすれ

ばいいのかなど、だれが口出しするのかがきちっとしていればいいのかなという

感じがしたことと、あとは今回初めて自然植生被害対策というのが、載ったとい

うのは、かなり私は評価をするものであります。 

【佐々木(和)委員】 盛岡市ですけれども、昨年 12 月ですが、盛岡振興局管内の市町村で広域の連

絡協議会を立ち上げました。シカというのは行動範囲が非常に広いですし、日中

はほとんど姿をあらわさないし、夜行性だし、生態もよくわかっていないという

ようなことから、単一市町村だけではなく、広域的な対応が必要だろうというこ

とから、協議会を立ち上げて、その中で振興局さんが音頭取りをしながら、どう

いう対策、対応がいいのかということも含めまして、本年度から具体的にやって

いこうという話をしております。広域的な対策を視野に入れながら、動いていっ

ていただければいいなということで、市町村としては要望をあげているというよ
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うな状況でございます。具体的には動きだそうというところで今緒についたとい

うような状況であります。 

【 事 務 局 】 広域捕獲については、基本的にはそのような考えで進めることを考えておりま

す。シカの場合もそうですけれども、動物の場合には市町村境はないわけですか

ら、当然越えて動きます。その場合に各市町村にお声がけをして、集まってもら

ってやっていくというのを基本と考えております。 

ただ、広域といいましても隣の市町村ではほとんど被害が出ていないというと

ころも多々ありますので、そうすると市町村のレベルとして役場自体、市役所自

体が、うちのほうはそこまで動く必要はないと、それが特措法の被害防止計画の

策定状況にも表れてきたりしているのが現状ですから、その辺はケース・バイ・

ケースということになります。盛岡の広域のように同じレベルぐらいに徐々に被

害がふえてきているというところでは、そういった形でどんどん進めていただき

ますし、さらに今申し上げたようなところで、どういうふうにやっていくかとい

う検討も含めて、いずれ広域的な観点からの対策が必要だという認識は十分持っ

ておりますので、そういった動き方をしてまいりたいと考えています。 

【 堀 野 委 員 長 】 今はまだシカがほとんどいなくて、被害もほとんど出てないというところもあ

るかもしれませんが、再三話に出ていますようにシカは拡大中ですので、そうい

うところも近い将来はというつもりで取り組んでいただけるとありがたいです。

【 多 田 委 員 】 早池峰山に関連してですが、遠野市では、森林管理署から協議会に入れてもら

えないかということで、今年から協議会のほうに入っていただきました。 

早池峰山に近い国有林があるわけですが、今年のそのところについて、ハンタ

ーさんが行きやすいようにということで森林管理署に林道の除雪もしていただ

いております。 

【 堀 野 委 員 長 】 笛吹のほうですね。 

【 多 田 委 員 】 はい。 

【 堀 野 委 員 長 】 それで、ここのところは私も係わっているところなので、ちょっと説明させて

いただきます。 

早池峰山のシカをいかにしてとるかということについては、今ここで話題にな

ったようにあの地域全体のシカの生息密度を下げるというのが１つ。 

もう一つは、早池峰山に登りそうなシカそのものを叩こうということ。ただ、

シカが山に登るのを待ってから鉄砲で撃ちに行くというのは、現実的ではないで

すね、いろんな意味で。ですから、早池峰山に登りそうなシカが夏の間に中腹あ

たりまで来ていて、あと一歩で上まで登りそうだというようなシカがどこで越冬

するかを突きとめて、そこで叩こうということを考えていまして、２年前から東

北森林管理局で予算をつくっていただいて、早池峰山のシカの調査というのが進

んでいます。２年分の調査報告書がもう出ています。今年度も準備が進んでいる

ところだと聞いていますけれども、その計画の中ではどこで越冬しているのかを

突きとめて、そこを叩くということを考えています。 

【 青 井 委 員 】 今の議長のお話に関連するのですけれども、今回の計画を見ますと個体数管理
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をしっかりやっていこうという点では、非常に評価できるかなと思っています。

ただ、９ページの（４）被害防除対策、特に 10 ページの（５）生息環境管理に

ついて、意見を言わせていただきたいのですが。 

今、早池峰の問題が話題になり、自然植生の被害を防ぐためには、下のほうの

越冬地をたたくというお話がありました。それはまさにそのとおりだと思うので

すが、もう一方、やはりここに書いてある放棄された草地が早池峰南部にはいっ

ぱいあるわけです。 

そこに 100 頭を超すような群れがいるなど、そういうところが結局シカをふや

す要因の一つになっており、そこからどんどんいろんなところに広がり、早池峰

に上がっていくというような状況がどうもありそうだということです。こういっ

たことを踏まえて、放棄された北上高地の牧草地を何とかシカの餌場にしない施

策を真剣に取り組んでいく必要があると思います。幾らとってもふえるほうでど

んどんふやしていたのではイタチごっこになるので、その辺の取り組みの強化が

必要なのではないかなという気がします。 

そういう意味では、②個体数増加の防止のところに、一応最後の２行に「関係

者が認識し」云々と書いてありますが、農業部門とタイアップし、シカの増加を

防ぐような対策をとるとか、より具体的なものがあるとよりいいのではないかな

という気がいたします。 

最後に環境改善を促進すると書いていますが、大体意味わかるのですが、逆に

環境を改善するということはシカがふえるというふうにとられてしまうので、ち

ょっとこの表現はまずいのかなという気がいたします。 

それから、９ページ（４）被害防除対策のところです。ここに書いてあること

はそのとおりなのですが、例えば①の農業被害対策の侵入防止柵の設置の推進と

あります。侵入防止柵をきちっとつくっていくということは大事なのですが、例

えば五葉山地域の市町村では過去に膨大な防護網が張ってあるわけですが、それ

が破れていたりして、今ほとんど機能を果たしていないわけです。要因の一つと

して、なかなか簡単にチェックに行けないところに張りめぐらせてしまっている

ということがあろうかと思うのです。ですから、そういう過去の失敗に学んで、

よりメンテナンスがしやすい状況で侵入防止柵を設置していくということをひ

とつ確認しておく必要があろうかと思いました。とりあえずその２点についてご

意見差し上げます。 

【 堀 野 委 員 長 】 ありがとうございました。今のことについて事務局から何かありますか。 

柵のことに関しては毎回この委員会で話題というより問題になっていまして、

要するに柵をつくったのはいいのだけれども、メンテナンスがされてないから入

られてしまったと。私らもシカ被害をどうしたらよいかと相談を受けたときに、

やはり柵が一番効果的ですよという答えをするのですけれども、ただつくっただ

けではだめで、メンテナンスが必要なわけです。今、青井委員おっしゃったよう

に、メンテナンスしづらいところにつくってしまったり、あるいはメンテナンス

の必要性が十分認識されていなかったりというようなことがあるわけです。それ
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は非常に大きな反省点で、これから柵を使っていく上で忘れてはならないことだ

と思います。このことに関して何かほかにありますか。 

【千葉(和)委員】 私も 10 年ほど前に鳥獣害のほうをちょっとやった時期あるのですけれども、

高齢化等によって当時と農業情勢が大分変わっておりまして、当時はそこに柵が

必要な場所であったと認識しています。ただ、そこの地域の方々が農業をリタイ

ヤして、今はそういった農業が営まれてない地域に結果的には柵が設置されてい

るということだと思います。当時は山のほうでの被害というのが大きかったので

しょうから、当然ながらその場所で柵を設置することが必要であったろうと私は

認識しています。なので、例えばそういった柵を撤去して流用するなどそういっ

たところまでいろいろ考えていかなければならないのかなと思っています。多分

昔は、木の柱を打ってネットを張っており、恐らくその木柱も腐敗して、今は使

えないということになっているかと思うので、その辺は課題として残るのです

が。 

関連して私の意見も言わせていただきますが、やはり侵入防止地域に対する対

策、広がる前に防止しなければならないというところをもっと考えなければなら

ないのかなと思います。柵を設置して、外に追いやればいいのですけれども、そ

うすると今までの経験を踏まえると当然被害が拡大していくことになると思う

ので、むしろ侵入防止地域での対策をしっかりと講ずる必要があるのではないか

なと私は思っております。 

【 赤 澤 委 員 】 今、山のほうの話が出ましたけれども、林業被害対策として木の柵というのは

今も実施しているわけですけれども、その目的というのはあくまでも初期成長の

段階、苗木がある程度の大きさになるまでシカに食べられなければ、シカ被害は

相当抑えられるということで設置していることから、の木柵は時間がたてば腐っ

て当然というような状況になっております。あくまでも被害から守るのは植栽し

たスギであり、カラマツであるというものですので、農業の毎年、毎年収穫する

ものの侵入防止柵と山の侵入防止柵の考え方とはちょっと違う状況になってお

ります。 

【 堀 野 委 員 長 】 早池峰山の話に戻ってよろしいでしょうか。５ページの一番下のところに早池

峰山が出ています。この２行目のところに「高標高域においても高山植物等の食

痕が確認され始めており」とありますが、これはどういうことを示しているので

しょうか。 

【 事 務 局 】 こちらは、東北森林管理局さんが一昨年調査した報告書によりますと高山植

物、標高の高い地域で、シカかカモシカかわからないけれども、かじられた痕が

確認されたという報告書の中での記述を参考にしております。 

いずれふもとでシカが確認されている状況であり、なおかつ昨年度センサーカ

メラを設置し、確認されている方々もいらっしゃいますので、多いか少ないかと

いう話もありますが、可能性としてはあるだろうという認識しております。今後

標高の高いところで多くなってしまうとますます大変になってしまうというこ

とだと思います。 
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【 堀 野 委 員 長 】 そうですよね。いつ食痕があちこちに目立つような状況になってもおかしくな

いところまで今来ていると思います。 

ただ１つだけ、昨年度の報告書に確認した高山植物というページが数ページあ

りまして、それを見るとハヤチネウスユキソウなどにかなり食痕があるみたいな

表が出ているのです。ただ、それは昨年度請け負った業者が表をつくるときにそ

の植物が生えていることを確認したというデータとその植物に食痕があること

を確認したというデータをなぜか混同して表をつくってしまったらしくて、管理

局さんからそれは違いましたという差しかえ提示をいただいています。だからと

いって早池峰山は安心だということが言いたいわけでは全くなくて、そこのとこ

ろはそういう事情であるということです。 

私も何度か実は食痕があったという通報をもらいまして、当時の自然公園担当

課長さんと一緒に早池峰山に登ったことがあります、２回行ったと思います。そ

のときはどちらもノウサギでした。そういう紛らわしいことも起こりますけれど

も、それは全然安心材料にはならないと思っています。ここで皆さんの力を足し

合わせて何とかしていきたいというふうに願っております。 

【 事 務 局 】 そうしますと、５ページの「高山植物等の食痕が確認され始めており」という

ことは、ちょっと表現を改める方向でいいでしょうか。 

【 堀 野 委 員 長 】 いや、あることはあるのです。 

【 宇 野 委 員 】 先ほど青井委員がおっしゃった柵の部分なのですが、仙台のほうだとイノシシ

の被害がすごく多くて、柵はやはり地域で維持管理していこうということで、地

域ぐるみで被害防止体制の整備を推進して、地域の財産として管理していこうと

いう取組が実施されています。 

話が変わるのですが、五葉山地域の維持する頭数を 1,000 頭と今回設定してい

るのですが、第３次計画での３つの地域の保護地区と管理狩猟地区と個体数調節

地区を合わせて 2,000 頭が、今回ユニットが変わって五葉山地域という名前にな

って 1,000 頭になったということに対する整合性はどうなっているのでしょう

か。 

【 事 務 局 】 第３次計画では個体数管理をしていく上での目標として適正生息数 2,000 頭

としていたのですが、今回示しているのは、最大限の捕獲圧をかけて捕獲を強化

しようという中で、ただ絶滅させてはならないという観点で、これを下回らない

ようにという頭数として 1,000 頭としております。 

【 宇 野 委 員 】 気持ちはわかるのですけれども、実際 2,000 までも減らせてなくて急に 1,000

にするのもおかしいなというのが１つあって、それはこれまでの調査データのサ

サの現存量などを調べたものを生かして 2,000 頭がいいのではないのかなと私

は思うのですけれども、皆様どうでしょうか。 

【 事 務 局 】 2,000 頭を 1,000 頭に変えるという考え方ではないです。 

【 堀 野 委 員 長 】 宇野委員のおっしゃることもっともで、これ作文がよくないと私は思うので

す。これ読みますと、1,000 頭を目標とするかのように読めてしまうのです。実

はそうではなくて、とにかく全力を挙げてシカを減らすのだよと。全力を挙げる
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のだけれども、1,000 頭は下回らないようにしましょうと、なぜならこのＩＵＣ

Ｎ云々という文脈なのですよ。それで、確かに 2,000 頭という目標はちょっと消

えてしまったのですが、2,000 頭のかわりに 1,000 頭が来たわけではない。こう

いうふうに私は理解しています。 

【 宇 野 委 員 】 このＩＵＣＮの 1,000 頭という基準、レッドリストカテゴリーがあると思うの

ですが、その基準が５つぐらいあって、それを下回ると絶滅の危険性が高いと判

断されます。その５つのうちの１つに、10 年以内の個体数減少率が 30％以上の

場合も危険性が高いとされています。５つの基準のうちのどれか１つでも満たせ

ば絶滅する可能性があるということで、今後捕獲圧をかけていって 30％ぐらい

10 年間でとってしまうことがあったときにはその基準に当てはまってしまうの

で、逆にこういうふうに基準を出さないほうがいいのかなと思いました。出さず

に、これまでの現場での調査による基準はそのまま残していて、急にＩＵＣＮを

出すよりはそれのほうが、捕獲をかける上でもよいのではないのかと思います。

【 堀 野 委 員 長 】 こう言うと身もふたもないのですが、実際にあの地域で 1,000 頭を下回った状

況を考えますと、それ以上とれないと思います。とれなくなると思います。です

から、自然に歯止めがかかるとは思うのですが。 

【 鈴 木 代 理 】 岩手県においては県委託ということで五葉山地域において 1,758 頭捕獲して

いただきまして、大変ありがとうございます。 

これについて確認したい部分があるのですが、現在の生息数が 7,400 頭から

11,100 頭でこれを 1,000 頭減らすというふうに聞いていたのですけれども、必

ずしもそうでもないということもありましたが、この 1,000 頭と比較すると

6,400 頭から 10,100 頭、このぐらい捕獲するのだという意気込みなのかなとい

うふうに思っておりましたし、是非がんばっていただきたいと思っております。

大船渡市の状況をお話ししますと、やはりシカの数がふえていますし、どんど

ん里におりてきています。最近の例をお話ししますと、山沿いの仮設住宅の敷地

の中に入ってきて、仮設に入っている住民の方や支援員さんが植えたお花を食べ

てしまうのです。これで大変困っているという通報があり、そういったものにも

対応するということで仮設住宅にわなをしかけることをしております。 

それから、大船渡市ではシカの数を減らすために囲いわなを設置するというこ

とも行っておりまして、最近あちこちからシカが出て困っているという話がある

ことから、実際に現場に仕掛けをしてきました。そういったような取り組みもし

ております。 

そして、今年度においては、県から 400 頭の緊急捕獲ということが示されまし

たので、これについても予算化をして猟友会のほうに委託をしており、これまで

にない 600 頭という数の捕獲を進めているところでございます。 

そこで、平成 24 年度に実施した五葉山地域での 1,758 頭という県委託による

捕獲ですが、これは補正予算で行ったものなのかということ、今年度はどうなの

かということについて見通し等を含めまして教えていただきたいと思います。 

【 事 務 局 】 昨年度実施しました狩猟期間中の捕獲ですけれども、今年度も予算化されてお
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り、実施する予定です。昨年度は基準値を超えた６市町村を対象としていたので

すが、全県で出荷規制がかかっておりますので、今年度は対象地域を全県に拡大

して実施しようと考えています。今年度は、緊急捕獲対策による有害捕獲、さら

に狩猟期間の県による捕獲ということで、一気に捕獲が進み、効果的なのかなと

考えてございます。 

【 鈴 木 代 理 】 数字的な目途といったようなものはどうなのでしょうか。昨年度は五葉山地域

で 1,758 頭、それ以外で 480 頭だったのですが。 

【 事 務 局 】 狩猟として捕獲してもらう形なので、基本的に大船渡市で何頭という決め方を

しているわけではなく、全体で何頭という形でお願いをしていますので、市町村

ごとの捕獲頭数は昨年度と違いは出てくるかと思います。ただ、五葉山地域は生

息数が多いところで、人が集まってくるので、それなりの数になってくるのかな

という認識ではおります。 

【 鈴 木 代 理 】 そうしますと全体での予算規模としてはどの程度ですか。 

【 事 務 局 】 昨年度の 2,200 頭に対して、今年度は全県で 2,300 頭となっております。 

【佐々木(和)委員】 先ほど牧草地の話がありましたが、昨年度、遠野市に視察に行ったとき、牧野

がシカの餌場になっていました。なぜかといったら、放射性物質の濃度が高く、

本来の放牧ができなくなってしまったことから、放置されており、必然的にそう

いうところにシカが集まってきて、私は最初に見たときに随分短角牛がいるのだ

なと思ってお話を聞きましたけれども、あれ全部シカですよと言われました。本

当に真っ赤になるぐらい、牧草地よりもむしろシカの色の方が多いのではないか

と思われる数がいました。 

何を言いたいかといいますと、今、除染関係でいろいろ皆さんが努力してやっ

ているのですけれども、まだそれが十分ではないというところもございまして、

もし県の内部で連携を図っていただき、加速化をしていただければ、少なくても

シカの餌場となり得るような牧草地、採草地のかなり面積が回復されてよいので

はないかと先ほど委員のお話の中から感じたところでございます。 

それから、この計画の最後のページのところ、いわゆる人材の確保、育成とい

うところですが、そこら辺のところ具体的な方策などがあるとすればどういった

のがあるのかを教えていただきたいと思います。 

【 事 務 局 】 担い手確保のところですが、すぐできることとしてやったことが試験回数をふ

やすことです。ただ、試験回数をふやしても、来てもらわなければも合格者が増

えないということから、今後、市町村さんとの連携した広報活動や普及啓発活動、

あとは地道に市町村広報などいろいろな広報紙掲載していかなければならない

だろうと考えております。 

また、今一番の対象とすれば農家さんであります。被害受けている方自らがわ

なを設置して捕獲するというのが有効だと認識しておりまして、そこで農家さん

向けに狩猟免許に関する情報提供や研修会を開催していくなどの確保対策、あと

は確保した後、維持するために、免許は取ったはいいけれども、どうやってとっ

たらいいのだろうという声もありますので、技術向上研修会などに取り組んでい
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きたいと考えておりました。 

【佐々木(和)委員】 農業新聞の１面に、今若者が狩猟に意欲、興味を示しているという記事が載っ

たと思うのですけれども。 

【 堀 野 委 員 長 】 見てなかったです。 

【佐々木(和)委員】 例えば皮のなめしなど趣味につながる部分で興味を示す若者がふえていると

いうことで、狩猟免許を取る若者が増えているというふうな記事が出ておりまし

た。 

もう既にパイがあって、限界に近いというのは厳然たる事実であります。経費

的な部分などで、狩猟者さんにはいろんな経費の負担をしていただいている部分

があるような気がします。そういった部分を補完できるというのはやっぱり行政

サイドの範疇だろうというところもあり、そういったところに手当てができるの

であれば違った考え方も生まれてくるというような思いもありまして、発言させ

ていただきました。 

【 事 務 局 】 担い手の確保、育成ということで、パイを広げていく必要があること、広がっ

たパイを維持していく必要があることの二面性があるのだろうということで、私

どものほうでも考え始めています。まだ始めた段階なのですが、確保の方策につ

いては、まず農業地帯での確保を目指し、試験の回数をふやし、試験会場も遠野

市さんや大船渡さんのご協力いただきながら、各地域で開催するというような動

きをしています。ただ、確保のほうは予備講習も含めて、人手の話もあるもので

すから方法としてはやり尽くしているのかなと思っています。では、パイの維持

については、手っ取り早いのが金銭的な支援があるのだと思います。わなの場合

にはそんなに負担はないのだと思うのですけれども、特に銃の保持に負担が大き

く、調べ始めている段階ですが、かなり岩手県の場合にはクリアすべき問題が多

くて、なかなか難しいところです。他県の例、特に西日本の市町村の実施例とか

もありますので、その辺は市町村さんとやりとりをさせていただきながら研究を

続けていきたいなと思っていました。 

ただ、それらをこの計画の中でという話になりますと、実現可能性も含めてち

ょっとまだきつい段階ですので、事実上の検討、研究は続けていきますが、計画

に盛り込むというところまでまだ踏み切れなかったというが実際のところでご

ざいます。 

【 青 井 委 員 】 先ほど放棄草地の除染の話が出ましたけれども、除染は確かに必要で、急ぐべ

きことではあるのですが、シカの増加にとって、実はもろ刃の剣でして、畜産関

係者に聞いたところ、除染するときは表土を全部はぎ取って、その後にもう一回

牧草の種をまくそうなのです。ということは、よりよい環境の餌場をつくること

につながりかねないわけです。放射能に汚染されたから放棄されたところももち

ろんあるでしょうが、それだけではなくて、それ以前から畜産が牛肉輸入自由化

などで衰退した結果、放棄されてそのままになっている草地が北上高地にいっぱ

いあるわけです。そこをシカが餌場としてどんどん使っているという状況がある

ので、まずそこから考える必要があるのです。それはやはり自然保護部局だけの
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問題ではなく、県の農業政策そのものにも関係してくるところなので、農業部局

と本当に連携をとり合って、例えば除染は必要だから実施するにしても、放棄し

た草地も除染するわけですよね、そうしたら除染後、もうシカがふえないように

柵で囲うとか、そんな対策も併せてやっていく必要があると思います。除染だけ

進めればいいという話では全くなくて、逆にそれはシカをふやすことにつながり

かねないというとこを共通認識として持ち、対策を進めていく必要あるのではな

いかと思います。 

【 堀 野 委 員 長 】 もう使わなくなった牧草地は森林に戻すのがいいと言われながら、いろいろと

足かせがあるようで、そのことも以前からこの委員会で問題になっていて、解決

を見てない問題です。青井委員がおっしゃったように牧草地の問題は岩手県にお

いて非常に大きな問題だと思います。ある面、我々研究サイドに宿題として突き

つけられている部分もあるわけですけれども、さらなる知恵と努力が必要だとい

うふうに感じます。 

【 鈴 木 代 理 】 先ほどお話ししたことに関連してですが、11 ページの９（１）の各機関・団

体等の果たす役割の県のところで、委託による捕獲を行うというようなことが私

には読み取れなかったのですが、「各種保護管理施策の実施」に含まれるのかも

しれませんが、放射性物質が検出されたために狩猟を行う意欲が減少しているこ

とで、それを補う意味での捕獲を進めるというのは大変有意義なことだと思いま

す。ですから、私としてはここにそういったことを記載していただいたほうがい

いのだろうなと思います。ただ計画として載せてしまえば今後、来年も、再来年

も予算をつけなければならないということもあるかもしれませんが、先ほど話し

たような狩猟意欲が減退している中で、そこを補うような施策をきちんと県はと

っていきますということを財政当局の許すような表現で入れていただければ私

たちとしても、例えば猟友会などに説明する場合にも説明しやすいので、よろし

くお願いしたいと思います。 

【 藤 沢 委 員 】 関連するかもしれませんが、昨年度の捕獲頭数から見ても県委託というのは一

番大きいですよね。ここのところをおっしゃっているかと思いますけれども、本

気にやるのだったらここだよということをおっしゃっていただいたと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

【 堀 野 委 員 長 】 そろそろこの議論も終わりかと思いますが、私から１つだけよろしいですか。

１人１日当たりの制限を今回から撤廃するということですが、これまでメッセー

ジとしてメスをたくさんとってくださいということで、オスを１頭に制限してき

たわけですが、それを撤廃するということですので、どこか別のところでできる

限りメスをとってくださいということを明記していただきたいです。 

【千葉(和)委員】 管理計画から見ると、１ページ(２)計画作成の目的の「もって人とニホンジカ

との適切な関係の構築」のところがどう捉えればいいのか説明願います。 

【 事 務 局 】 鳥獣保護法の趣旨として、そこに従来から生息していた鳥獣を絶滅させること

はできません。しかし、数がふえれば被害が発生する話ですので、シカを絶滅さ

せないように、なおかつ被害を低減させ、被害が問題化にならないような状態に
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するということです。抽象的な表現ではあるのですが。 

【 事 務 局 】 生物多様性の観点からいって、岩手県には歴史的に見て五葉山を中心にシカは

生息していたという事実があり、それによって岩手県の生物多様性は守られてき

ているというのが一つ価値観としてあります。理想的な話をすれば人間の生活圏

にはシカは入ってこないという状態で、シカも生きている、人間も生きている、

それが植物も含んだ生態系全体の維持につながっている関係というのがこの言

葉の意味するところになるわけです。いろいろ課題があると思いますが。 

【 多 田 委 員 】 岩手県でシカ捕獲に犬猟を禁止しているところですが、シカの捕獲において犬

猟が有効ではないかなという気がしているところです。ですので、ある程度犬猟

を実施できないものかと思っております。 

それから、銃を使えるのは日の出から日没までですが、シカは、日の出から日

没のその前の時間帯のほうが目撃するということが言われております。 

それから道路の敷地内での銃の使用もできませんが、林道ののり面のほうまで

道路敷となっているものですから、法面の下まで行ってからでないとできないの

です。この辺りを変えていただければいいのかなと思います。 

【 藤 沢 委 員 】 銃刀法というのがございまして、それが厳格に守られております。しかし、そ

ういう声を上げていくべきだと私も思います。シカは夜に出てきて、そして朝に

なれば夜明けとともにさっといなくなりますので。ただ、銃刀法にかかっており

まして、どうしようもないのです。 

【 青 井 委 員 】 ちなみに補足しますと、夜間とれないのは、あれは銃刀法ではなく、鳥獣保護

法での規制です。鳥獣保護法は環境省の管轄であり、実際に北海道や富士山麓で、

道路を閉鎖して、その区間にいるシカを自治体の職員が免許を持ってとる場合に

限り日没後でもとってもいいということを始めているところもあるのです。道が

開き始めているので、岩手県もぜひそういったシャープシューティングなど新た

な方法を本格的に取り入れるということを検討してほしいと思います。 

【 堀 野 委 員 長 】 管理局で始めていただいた除雪とペアでやると効果的かもしれないですね。 

【 津 内 口 委 員 】 全国の管理局の中では、既にそういう取り組みを進めている管理局があります

ので、参考としていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【 堀 野 委 員 長 】 そうしましたら、どうでしょう、一通り終わったような感じもするのですが、

よろしいでしょうか。 

【 事 務 局 】 ご指摘いただいたところを踏まえ、委員長との相談のうえ修正し、パブコメ案

とすることを皆さんに御了承いただければと思います。 

【 各 委 員 】 異議なし 

【 事 務 局 】 ４ 閉会 

 


